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・少子化対策と子育て支援策による人口増をめざす
・高齢者対策により安心して住める街づくり

１．安心して楽しく暮らせる為に
　   「子育て支援策が最大の老人福祉！」 平成３年4月13日生まれ

平成16年 開聞小学校卒業
平成19年 開聞中学校卒業
平成22年 鹿児島実業高校卒業
　　　　　甲子園出場（ベスト16）
平成26年 神奈川大学人間科学部卒業
　　　　  明治神宮野球大会出場
　　　　　（ベスト4）
平成26年 日立製作所 都市対抗
　　　　 野球大会出場（準優勝）
平成29年 プルデンシャル生命
現在　平成30年～ 農業
　　　令和６年～  指宿市農業委員
　　　令和７年～
　　　　カイモンタウン合同会社代表社員
家族構成　妻、子供（６歳、２歳、1歳）

・世界への食の供給基地として
・商店街の安定的再生と後継者育成の為に
・トップアスリート輩出日本一の町・指宿へ

今の声を市政に届け
若さと情熱で変える!

34歳34歳34歳
２．町の活性化の為に
　　　新市スローガン
　　　「豊かな資源が織りなす
　　　　　食と健幸の町づくり」

険
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令和８年１月25日執行　　指宿市議会議員選挙

選　挙　公　報
この選挙公報は，候補者から提出された原稿をそのまま印刷したものです。
掲載の順序は，くじによって決められたものです。 指宿市選挙管理委員会
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市議会の活性化に取り組みます。

子供からおとなまで全世代の健康増進に取り組みます。

高齢者・障がい者が安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。
保育・教育と子育て支援の充実に取り組みます。

防災減災対策に取り組みます。
産業と観光の振興に取り組みます。

輝輝
市市

　かせましょう!　かせましょう!輝輝
市市

・指宿市立丹波小学校、南指宿中学校 卒業
・鹿児島県立指宿高等学校 卒業
・鹿児島国際大学 大学院 修了

〈プロフィール〉
・イッシー特捜隊
・スポーツ少年団指導者

・指宿市役所 35年間勤務
　現在、会社相談役・自営業

・指宿市青年団連絡協議会 会長
・指宿市青年振興連絡協議会 副会長
・保護司

一緒に指宿　を

58歳

田
中
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・指宿の夢ある一次産業発展のために。
・災害に強いまちづくり実現のために。
・地域の宝、夢ある子どもと共に。
・少子高齢化による地域負担低減のために。
・スポーツを通し健康づくり～元気の郷 指宿
・行財政改革断行

昭和36年７月 開聞仙田生まれ（64歳）
平成10年 指宿市郡肉用牛生産部会長
平成14年 ４市町指宿地区合併協議会委員

開聞町土地改良区理事
　　　　 開聞町農業委員会委員
平成17年 開聞町議会議員に就任
平成18年 指宿市議会議員に就任
　　　　 産業経済副委員長
　　　　 議会運営委員会委員
　　　　 指宿地区畜産連絡会会長
平成20年 総務委員会委員
　　　　  ２期連続 議会運営委員会委員

平成21年 指宿地区削蹄師会理事
平成22年 指宿市議会議員に２期目の当選

 指宿市立開聞小学校PTA会長
平成24年 文教厚生委員長

 JAいぶすき和牛連絡会会長
平成25年 指宿市立開聞中学校PTA会長
　　　　 指宿市スポーツ少年団本部長
令和２年 指宿市立開聞小学校運営委員長
令和３年 指宿市農業委員会振興部会長
　　　　 指宿市開聞土地改良区理事長
令和６年 議会活性化等調査特別委員会委員長

田中けん一
プロフィール

地域の力・行動する力!!
市民の　　 と　 をかなえるために!笑顔 夢

（
64
歳
）
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投票時間　午前７時から午後６時まで
■期日前投票 期　　間：１月19日（月）から１月24日（土）まで 投票時間：午前８時30分から午後８時まで
　　　　　　 投票場所：市役所指宿庁舎・山川庁舎・開聞庁舎
◎投票所入場券を持参して，投票所へお越しください。
◎選挙権のある方で，入場券の届いていない方，または紛失した方も選挙人名簿に登録があれば，投票所でその旨申し出ることで投票できます。
◎期日前投票をする方は，入場券裏面の「宣誓書」を記入の上，期日前投票場所へお越しください。

投票日 １月25日（日）
指宿市議会議員選挙

生かそう一票　明日の指宿

東
か
つ
よ
し

東かつよし
プロフィール

実行力！情熱と誠意と

● 1973年（昭和48年）山川町立大成小学校卒業
● 1976年（昭和51年）鹿児島市立城西中学校卒業
● 1979年（昭和54年）県立錦江湾高等学校卒業（第６期生）
● 1980年（昭和55年）国立長崎大学中退
● 有限会社かっちゃん牛乳 代表取締役
● NPO法人ISC理事長（日本陸連公認ジュニアスポーツ指導者）
● 有限会社Yadoya（ホテル翔月）社員
● 指宿市山川成川消防分団17年勤続
● 指宿市スポーツ推進委員10年経験

信念を持って
誠心誠意
努めます

● 定住促進事業の強化と推進
● 安心・安全なまちづくり
● 子ども・子育て支援
● 基幹産業への支援と振興
● 自主財源増収政策の実行

できることから着実に!
ひ
が
し

（
65
歳
）
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上薗てつし　　想い55つのつの

全世代が住んで
良かったと思える故郷に!!

ふるさと全世代が住んで
良かったと思える故郷に!!

ふるさと

　　子どもから高齢者
まで、住んでいて良
かったと思えるまち
づくりに努めます

1 　　農林水産・漁業
の振興と商工観光業
との連携に取り組み
ます

2 　鳥獣被害の防止
に取り組みます
3

5
　　山川・開聞・指宿
への、更なる移住促
進に取り組みます

　　地域の声を、
確実に市政に
届けます

4
・旧山川町立大成小学校卒業
・旧山川町立大成中学校卒業
・鹿児島県立指宿高等学校卒業
・駒澤大学文学部歴史学科卒業
・東京にて出版社勤務
　広告・宣伝担当役員
・退職後は都内にて
　約４年小学校用務員を勤める
・ふるさと 大山に帰郷
・大山郷土研究会 会員

プロフィール

（66歳）
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※詳細はお近くの選挙管理委員会までお問い合わせください。
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「三ない運動」を徹底しよう！
～政治家の寄附禁止ルール～ ① 政治家の寄附は禁止（贈らない）！　

② 政治家の寄附を求めない!　③ 受け取らない！

　年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会の
多いシーズンです。
　そこで、この機会に皆さまに知っていただきたいのが、きれ
いな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を
目指す「三ない運動」（贈らない、求めない、受け取らない）です。
　政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有
権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、
公職選挙法により禁止されています。
×寄附はNO!
×頼むのもNO!
×もらうの絶対NO!
明るい選挙のために「三ない運動」を徹底しましょう。

年末年始の贈り物、ちょっと待って！
政治家への寄附のお願いは、法律違反になることも！

政治家の寄附禁止の対象例

お祭りへの寄附・
差し入れ、町内
会の集会・旅行
などの催物への
寸志・飲食物の
差し入れ

お歳暮・
お年賀など

落成式・開店
祝などの花輪、
葬儀の花輪・
供花、病気見
舞いなど

結婚祝※、香
典※、卒業祝、
入学祝など

※�政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場
で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。

次の行為が禁止されています
【 平 時 よ り 禁 止 さ れ る も の 】

● 政治家の寄附の禁止
　政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、そ
の時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されて
います。また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をする
ことも罰則をもって禁止されています。

● 政治家に対する寄附の勧誘 ･ 要求の禁止
　政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁
止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選
または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰さ
れます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、
威迫して求めると処罰されます。

● 政治家の関係団体の寄附の禁止
　政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内に
ある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推さ
れるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に
関して寄附をすると処罰されます。

● 政治家の後援団体の寄附の禁止
　政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある
者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業
に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかん
に関わらず処罰されます。

【 選 挙 に 関 し て 行 う こ と が 禁 止 さ れ る も の 】
● 政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止
　政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推されるような名
称が表示されている団体が、選挙に関し、選挙区内にある者
に対して寄附をすることは、名義のいかんに関わらず処罰さ
れます。

● 請負等の契約の当事者の寄附の禁止
　国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当
事者がそれぞれの選挙に関して寄附をすることや、これらの
者からそれぞれの選挙に関して寄附を受けることは、罰則を
もって禁止されています。

【 そ の 他 、 禁 止 さ れ て い る 行 為 】
○ 政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状（電報なども含む）を出す
　 ことは禁止されています。
○ 政治家や政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・
　 ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。

総務省ホームページ
なるほど！選挙「寄附の禁止」
 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

※詳細はお近くの選挙管理委員会までお問い合わせください。
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の時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されて
います。また、政治家以外の者が政治家の名義の寄附をする
ことも罰則をもって禁止されています。

● 政治家に対する寄附の勧誘 ･ 要求の禁止
　政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁
止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選
または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰さ
れます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、
威迫して求めると処罰されます。

● 政治家の関係団体の寄附の禁止
　政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内に
ある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推さ
れるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に
関して寄附をすると処罰されます。

● 政治家の後援団体の寄附の禁止
　政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある
者に対して、後援団体の設立目的により行われる行事や事業
に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかん
に関わらず処罰されます。

【 選 挙 に 関 し て 行 う こ と が 禁 止 さ れ る も の 】
● 政治家の氏名等を冠した団体の寄附の禁止
　政治家の氏名が表示されたり、氏名が類推されるような名
称が表示されている団体が、選挙に関し、選挙区内にある者
に対して寄附をすることは、名義のいかんに関わらず処罰さ
れます。

● 請負等の契約の当事者の寄附の禁止
　国、地方公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当
事者がそれぞれの選挙に関して寄附をすることや、これらの
者からそれぞれの選挙に関して寄附を受けることは、罰則を
もって禁止されています。

【 そ の 他 、 禁 止 さ れ て い る 行 為 】
○ 政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状（電報なども含む）を出す
　 ことは禁止されています。
○ 政治家や政治家の後援団体（いわゆる後援会）が、選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・
　 ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。

総務省ホームページ
なるほど！選挙「寄附の禁止」
 https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

広報誌「総務省」（2025年12月号）より
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